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１ 提出理由 

 この案を提出するのは、日進市部設置条例の一部を改正する条例の施行に伴い、

日進市議会委員会条例の一部を改正する必要があるからであります。 

２ 主な改正点 

常任委員会の所管について、健康福祉部を福祉部に、こども未来部を健康こども

部にする。 



日進市議会委員会条例の一部を改正する条例 

令和  年  月  日  

条 例 第     号  

日進市議会委員会条例(平成6年日進町条例第27号)の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委

員定数及びその所管) 

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委

員定数及びその所管) 

第2条 略 第2条 略 

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管

は、次のとおりとする。 

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管

は、次のとおりとする。 

(1) 略 (1) 略 

(2) 福祉厚生委員会 6人 (2) 福祉厚生委員会 6人 

福祉部、健康こども部及び福祉事務所

の所管に属する事項(ただし、予算決算

委員会の所管に属する事項を除く。) 

健康福祉部、こども未来部及び福祉事

務所の所管に属する事項(ただし、予算

決算委員会の所管に属する事項を除

く。) 

(3)・(4) 略 (3)・(4) 略 

   附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行の際現に改正前の日進市議会委員会条例第2条第2項第2号に掲げ

る福祉厚生委員会 (以下「旧委員会」という。)の委員長、副委員長又は委員(以

下「委員長等」という。)である者は、改正後の日進市議会委員会条例第2条第2項

第2号に掲げる福祉厚生委員会(以下「新委員会」という。)の委員長等に指名され

たものとみなし、その任期は、第3条の規定にかかわらず、旧委員会の委員長等と

しての任期の残任期間と同一の期間とする。 

3 この条例の施行の際現に旧委員会において継続して審査又は調査すべきものとさ

れている事件については、当該事件を所管する新委員会に付託されたものとみな

す。 


